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平成19年度「孤立死ゼロ】モデル事業」事例①  

935人 高齢者数：8  837人（H．19．10．1現在））  岐阜県飛騨市（人口：28  

1 事業計画   

（1）事業目的  

一人暮らしの高齢者と往復はがきをやり取りする中で、郵便局の協力を得て、  

配達時に－一声元気確認を行ってもらい、定期的な安否確認を行うことにより、  

高齢者世帯を孤立させない。   

（2）事業内容  

・週に2回、市役所から往復はがきを出し、このはがきを垂椚更局員が利用者に  

直接渡す。  

・利用者は、返信はがきに記載されている「元気です」「相談したいことがあ  

ります」のどちらかに○をうち、配達に来た郵便局員へ渡し、「相談したい  

ことがあります」に○がうってある場合は、すぐに市役所職員等が利用者に  

連絡して対応する。  

・送付はがきを絵手紙にするとともに、絵手紙に添える短歌・詩を利用者か  

ら募集することにより、はがきのやりとり自体を利用者に楽しんでもらう。   

（3）スケジュール案  

週に2回   

（4）その他（必要に応じ記載、また、参考になる資料があれば添付）   
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平成19年度「孤立死ゼロ・モデル事業」の事例②  

三重県熊野市（人口三？1，182高齢者数二7，296人（H．19．12．1現在））  

（注）以下の内容は、予算計上等について調整中である。  

1 事業計画   

（1）事業目的  

熊野市は、三重県の南端に位置し、熊野灘に面した平野部、海岸部や、市域の  

87％を占める森林からなる山間部など、変化に富んだ自然条件に伴い、様々な  
地域特性を有している。  

また、近年の社会経済情勢の変化や産業構造の変化に伴う過疎化、少子高齢化  

の進展により、高齢化率は34％を超え、独居高齢者世帯が市内の広い区域に散在  
している。  

さらに一部地域においては、地域コミュニティが崩壊し相互援助機能が著しく  

低下しており、高齢者の孤立が懸念されている。  

こうした地域特性の中、高齢者が地域で孤立しないよう、既存の地域資源を活  

用した「孤立死ゼロ」の地域作りに取り組む。  

（2）事業内容  

①独居高齢者世帯実態調査・モデル地域選定  

・独居高齢者世帯の実態を把握するため対象者に聞き取り調査を行う。  

・実態調査の結果に基づき、中心部、山間部、海岸部の各地域特性毎に緊急性  

の高い地域1ケ所ずつをモデル地域として選定し、各地域にあったメニュー  

を構築する。  

②孤立死の事例収集と要因分析  

・孤立死防止に向けた方策を検討するため、専門家（アドバイザー）のアド  

バイスを受けて過去の孤立死の事例収集と要因分析を行う。  

③シンポジウムの開催  

・孤立死ゼロの地域づくりを推進するため、市民参加のシンポジウムを開催し、  

地域住民や関係者の意識啓発を図る。  

④双方向通信システムの整備  

一市内の高齢者世帯に双方向の通信システムを構築することにより、高齢者に  

緊急時の通報手段を提供するとともに、「お元気コール」機能を活用した定  

期的な安否確認を行う。  

また、筋トレ（パウリハ、貯筋運動）などの介護予防情報の提供を定期的に  

行い、独居高齢者の孤独感・不安感を解消する。  

⑤地域支援ネットワークの構築  

・地区役員、社協支部役員、福祉委員、民生委員などの地域のキーパーソンに  

よる地域支援ネットワーク委員会（仮称）を設置し、地域の連携強化を図る  
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とともに地域見守り体制のべ叫スを確立する。  

また、今後のネットワーク構築の参考とするため、孤立死防止の取組み先進  

地ヘベンチマーキングを行う。   

・新聞店、郵便局、宅配便、電力会社、ガス、水道検針員、ケアマネージャー  

など地域で活動する民間事業者の協力を求め、官・民・地域の三者による地  

域支援ネットワークを構築し、日々の安否確認等密度の高い異変情報の収集  

を図る。   

⑥通信機能付き湯沸かし器ポットを活用した安否確認   

・市内には、住民全てが高齢者であり、地域コミュニティが既に崩壊、見守り  

の担い手がいない地域があることから、これら地域に限定して、通信機能付  

き湯沸かし器を活用した安否確認事業をモデル的に実施する。   

⑦ゴミ収集を活用した安否確認   

・独居高齢者世帯に色つきゴミ袋を配布することにより、ゴミ収集時にゴミ出  

しの有無確認を通じた安否確認をモデル的に実施する。   

（3）スケジュール案   

11月～ 地域支援ネットワーク構築  

ゴミ収集を活用した安否確認の開始  

1月  シンポジウムの実施  

安否確認モデル事業開始  

2月  双方向通信システム整備  

3月  成果検証  
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平成19年度「孤立死ゼロtモデル事業」の事例③  

958高齢者数：】0  岡山県 美作市（人口：32   99一人（H．19，12．1現在））  

1 事業計画   

（1）事業目的  

ひとり暮らしの高齢者に対し、日本郵政公社の郵便外務職員が励ましやいたわり  

の声かけを行い、民生委員・児童委員を中心とした地域での見守りとともに重層  

的な安否確認を行い、高齢者等が安心して地域で暮らし続けられる一助となるこ  

とを目的とする。   

（2）事業内容  

高齢者の安否確認を郵政公社に委託し、高齢者が安心して地域で継続して生活す  

る一助とする。郵便局の外務職員が一人暮らし高齢者等に対し励ましやいたわり  

の声かけを行い、民生児童委員の見守りとともに重層的な安否確認を実施し、そ  

の都度生活状況確認記録を行政に送付する。   

（3）スケジュール案  

毎月2回訪問   

（4）その他（必要に応じ記載、また、参考になる資料があれば添付）  

美作市郵便局外務職員による高齢者等への安否確認事業実施要綱‥・添付  

高齢者等への生活状況確認事業の業務委託契約書（写）・・・添付  
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「）美作市部1蔓タ‡、義昭員による高齢者等への安富緒言忍享業実施要綱  
平成‘柑年4月13日  

告示第59号   

（目的）  

完1条 この告示は、ひとり墓らしの高齢者に対し、日本郵政公社の郵便外務職員（以下「外務職   

員」という。）が励ましやいたわりの声かけを行い、民生委員巨児童委員を中心とした地域で   
の見守りとともrこ重層的に安否確言忍を行い、高齢者等が安心して地域で暮らし続けられる一助   

となることを目的とする。   

（実施主体）  

第2条 実施主体は、美作市（以下†牒」という。）とする。ただし、利用の決定に関する享項を   
除いて、この事業の運営を日本郵政公社中国支社（以下「公社」という。）に委託することがで   

きるものとするt⊃  

（対象者）  

第3条 この事業は、市内に住所を有するおおむね65歳以上のひとり暮らしの高齢者であって、   
次の各号のいずれかに該当する者とする。なお 、対象者の選定については、民生委員・児童委   
員及び、保健師等関係者、関係機関で協議した者とする。  
（1）近所との交流が乏しく、又過疎地域のため地域での見守り等が国難な者  
（2）介護保険サービスや福祉サービス等を利用していない者   
（3）その他、市長が必要と認めた者  

（事業内容）  

第4条 この事業は、外務職員が対象者を訪問し、対象者の生活状況を確認するものとする。  
2 対象者に異常が認められる場合は、外務職員は速やかに管轄の総合支所又は関係機関に連絡   

するものとする。  
（利用の申請）  

第5条 この事業の利用を希望する者は、美作市部便外務職員による高齢者等への安否確認事業   
利用申請書（経基箋⊥量＿）により市長に申請しなければならない。  
（利用の決定）  

第6条 市長は、前条の申請があったときは、その状況等を調査のうえ利用の適否を決定しなけ   
ればならない。  

2 市長は、前項の規定により利用の申請を決定したときは、美作市郵便外務職員による嵩齢者   
等への安否確認事業利用決定通知書（様式第2号）により申請者に通知する。  

3 市長は、第1項の規定により利用の申請を却下したときは、美作市郵便外務職員による高齢者   
等への安否確認事業利用却下通知書（技量急呈呈）により申請者に通知するものとする。  
（利用の取消し）  

第7条 市長は、対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、美作市郵便外務職員による高   
齢者等への安否確認事業利用取消通知書（様式第4号＿）により利用の取消しを対象者が居住する   
管轄の郵便局長に通知するものとする。  
（1）対象者が死亡又は市外に転出したとき。  
（2）利用を取消したい旨の申し出があったとき。  
（3）箆旦急に該当しなくなったと言忍められるとき。  

（書類の提出）  

第8条 外務職員は所定の報告書を市長に提出しなければならない。  
（手数料の支払い）  

第9条 市長は、別に定める業務委託契約書により、公社に手数料を支払うものとする。  
（個人情報の保護）  

第10条 市長は、麦作市個人情事脚汁号）に基づき、職務上知り   
得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用しないものとする。  

（その他）  

第11条 この告示に定めるもののほか、この事某の実施に必要な事項は、市長が別に定めるもの   
とする。  

附 則   

この告示は、公示の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。  
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高齢者等への生活状況確認の業務室託契約書  

高齢者等への生活状況確認紫務委託（単価契約）  

平成18年 4月．1日 から 平成19年 3月31日まで  

岡山県美作市  

1件の取扱いにつき  

金196．35円（うち消費税及び地方消費税頼 9．35円）也  

1 契約名  

2 契約期間  

3 履行場所  

4 契約金額  

なお、この契約審において■l件とは、対象者に対する確認1回をいう。  

この消覚税及び地方消紫税寒剤ま、消紫税法第28条第1項及び簿2  
9条並びに地方税法第72先の82及び第72粂の83の規定に  
基づき、契約金宅割こ105分の5を乗じて算出した額である。   

上記の委託業務について、美作市長を甲とし、日本郵政公社中国支社長を乙とし、次の条項  

により契約を締結する。   

（総則）  

第一l条 甲は、この契約沓のほか、この契約審に附属する仕様動こ基づき、乙に対し高齢者等   

への生活状況確認業務（以下「本件業務」という。）を委託し、乙は本件業務を受託しヾ別表   

に定める郵便局（以下「取扱郵便局」という。）に取り扱わせ、善良な管理者の注意をもって、   

本件業務を誠実に実施するものとする。甲は、第4条に定める事務手数料を乙に支払う。   

（権利、範務の譲渡）  

第2条 乙は、この契約によって生ずる権利、範頼の全部又は一部を第三者に譲渡し、又は承   

継させてはならない。ただし、乙が審面により申し出た場合において、甲が審面により承認   

したときは、この限りでない。   

（検査）  

第3条 取扱郵便局は、本件業務を実施したときは、別に定める記録票に所定の記録をした上、   

甲に提出して検査を受けなければならない。  

2 前項に規定する検査の結果、本件業務の実施が仕様音に適合して 

． 

の場合の受用は、1件当たりの単価に含まれるものとする。  

（事務手放料の支払）  

第4・条 事粍手数料の額は、1件当たりの単価に取扱件数を乗じて算出した金額とする。  

2 甲は、事務手数料を、取扱郵便局を受け持つ集中処理局所（共通事務センター）の出納命   

令寛佳肴が発行する請求審（払込用紙を含む。）により紬付する。この場合、郵便局に現金又   

は小切手その他証執二より納付する。  
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注 事務手数料の納付に使用できる小切手その他証券の程契割譲次のとおり。   

① 郵便局を支払人とする小切手   

② 郵便局の参加する手形交換所の加盟銀行又はその代理交換委託銀行を支払人とする小  

切手   

③ 郵廠為替証番   

④ 郵便振替払出旺番   

⑤ 郵便振替支払通知審   

⑥ 配当金等領収柾  

3 請求審の先行は、前月分の事務手数料を取りまとめて毎月上旬に行うこととし、納付期限   

は、当該購求番を発行した日から20日（その日が日曜日又はその他の休日であるときは、   

その翌日）とする。  

4 甲は、事務帝政料を納付期限までに納付しないときは、納付期限の翌日から納付の日まで   

の日数に応じ、未納金鯨に年5パーセントの率を乗じて計算した金額を遅滞金として納付す   

る。   

（事情の変更）  

第5条 契約締結後において、天災事変その他の不測の事態等により契約内容が著しく不適当   

と認められるに至ったときは、その実憫に応じ、甲又は乙は、相手方と協纏の上、契約金砧、   

契約期間その他の契約内容を変更することができる。   

（契約の解除）  

第6条 甲は、乙が次の各号の一に騒当するときは、この契約の全部又は一部を解除すること   
ができる。  

（1）乙及び取扱郵便局が、その餐めに帰すぺき事由により、この契約の条項に遮反したとき。  

（2）乙が、正当な理由で解除を申し出たとき。  

（3）－この契約の履行に閲し、乙及び取扱郵便局に、著しい不正又は不誠実な行為があったと   

き。  

2 甲は、前項に規定する場合のほか、正当な理由のある場合は、この契約の全部又は…部を   

解除することができる。   

tこ東任の免除）  

第7粂 乙及び取扱郵便局は、本件業務の実施に関して未発見、報告の遅延及び記入ミス又は   

記入不足その他これらに梧する行為により、事故が発生Lた場合は、甲に対して何ら来任を   

負わない。  

2 乙及び取扱郵便局は、本件業務の実施に関して事故が発生した場合、第三者に対しては、   

何ら来任を負わない。  

3 本件業務の実施に閲し第三者に対し拘留賠償の瀬を負うこととなった場合は、甲が第三者   

に対しすべてこれを負担する。   

tこ損割告償）  

第8条 乙は、本件業務の輿施に当たって故意又は重過失があり、当該故意又は重過失があっ   
たことにより損賓が生じた場合に限り、甲に対してその損脊を賠償するものとする。ただし、  

p  
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娼啓額については甲乙協誠Lてこれを窪める。  

2 前条第3項の場合において、 乙に本件業務の実施に当たって故意又は望過失があり、当該  

故意又は重過失があったことにより第三者に旭皆が生じた場合に限り、乙は当該損啓賠償額   

の全部又は川部を負担する。乙が負担する組については、甲乙協喜簸してこれを定める。   

（紛争の解決）  

第9条 本件業務（乃実施に関して欝三者との問で紛争が生じた場合の紛争の解決は、甲乙協議   

して解決にあたるものとする。   

（秘密の確保）  

第・‡0条 甲及び乙は、この契約の履行に際して知り得た相手方の秘密を第三者に漏らし、又は   

利用してはならず、取扱郵便局も同様の教務を負うものとする。  

2 乙は、本件業務を行うに当たり個人情報を取り扱うときは、個人の権利利益を侵害するこ   

とのないよう努めなければならず、取扱郵便局も同様の娘務を負うものとする。   

（契約外の事項〕・  

第・11条 この契約客及び仕様審に定めのない事項又は疑森が生じた事項については、その都度   

甲乙協誰して定めるものとする。   

（契約の更新）  

第12条 この契約の期間満了の日から1か月前までの間に、甲、乙いずれからも、この契約の   

解除の意思表示をしないときは、契約期間を更に1年間延長することとし、以後も同様とす   

る。  

上記のとおり契約し、この証番を2適作り、甲乙各1通を保管する。  

平成18年3月27日  

甲  住 所  美作市栄町38－2  

氏 名  美作市長  

乙  住 所  広歯市中区東白鹿町19－8  

氏 名  日本郵政公社中国支社長  
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寓齢者等が1人でも安心して暮らせるコミュニティ  

づくり推進会議の課題（メモ）  

1 独居高齢者等の事前の把握  

2 独居高齢者等の緊急時の把握  

3 日常的な相談  

4 具体的な取組みの担い手とネットワークづくり  

5 地域特性  

6 アピールすべきキーワード   




